
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

    

 
 

 

（家庭数配付） 

「甘やかし」と「甘えさせ」 

校長  村元 孝憲 

 新緑と爽やかな風の中で過ごした５月が過ぎ、初夏の香りが漂う季節となりました。毎朝、正門で子どもたちを迎え

ていると、気温が少しずつ高くなっていくのを感じます。そうした中、私が声をかけるよりも先に、「おはようございま

す。」と明るく元気な声で言ってくれる子や、立ち止まってお辞儀をし、「おはようございます。」と丁寧に挨拶をしてく

れる子など、自分から進んで挨拶をする子が増えてきた気がします。おかげで、気持ちよく一日を過ごしています。 

５月２４日（土）に実施されました「第６０回 笑顔と緑の運動会」では、保護者の皆様をはじめ、ご来賓の皆様、

地域の皆様に見守られ、多くの声援と拍手をいただきました。今年度は午前中に競技を終え、教室で昼食をとった後、

体育館にて閉会式を行いました。早朝からのお弁当の準備を含めまして、改めてお礼申し上げます。６月５日（木）に

は学習参観を予定しております。授業の様子、学級の雰囲気をぜひご覧下さい。 

 さて、皆さんは「甘やかすこと」と「甘えさせること」の違いは何だと思いますか。「甘やかす」とは、周りの大人の

都合で子どもに何かをさせようとしたり、親の都合で子どもに言うことを聞かせようとしたりすることにあたります。

この甘やかしの例として、子どもができることをさせず、大人が先回りしてやってしまったり、危ない、心配だとして

やらせないようにしたり、必要以上に口出ししたりする「過保護・過干渉」というものが挙げられます。 

 一方で「甘えさせる」とは、あくまでも子どもが主体であり、子どものペースが守られている状態です。子どもがど

うしてもできないことを手伝ってあげたり、思いを受け止めてそれに応えてあげたりする行為であり、子どもは愛情を

感じ、適度に親や大人に甘えることができるのです。 

 子どものときの「甘え」が満たされていないと、愛されているという実感が持てず不安になり、自己肯定感が低くな

ります。逆に身近な大人との関係の中でしっかりと甘えさせてもらった子どもは、自己肯定感が高くなります。 

 学校では「甘えさせる」効果を十分に理解し、人を信じる力を伸ばし、相手に対する思いやりを深め、自己肯定感を

高められる子どもたちを育てていきたいと思います。ぜひ、共に伸ばしていきましょう。 

６・７月の予定 
 

 
※「SC」はスクールカウンセラーの来校日です（8:30～12:30）。予約を希望される場合は、事前に教頭か  

担任までご連絡ください。 

月 火 水 木 金 土 

６/２ 

埋蔵文化財センター

出前授業(6年) 

内科検診(5,6年) 

３ 

航空写真撮影 

 

４  ｓｃ 

水泳学習(2,3,5年) 

大空タイム 

５ 

学習参観 

 

６ 

ライオン歯磨き大会(6年) 

 

７ 

 

９ 

委員会活動(5,6 年) 

航空写真撮影予備日 

10 

校外学習(3年) 

 

11  ｓｃ 

水泳学習(2,3,5 年) 

たてわり活動 

12 

出前授業（１・４年） 

13 

防犯教室(1年) 

 

14 

 

16 

 

17 

短縮日課 

18  ｓｃ 

校外学習(6年) 

水泳学習(2,3,5 年) 

19 

ごみ分別スクール(4 年) 

20 

防犯訓練 

音楽発表会壮行会 

21 

 

23 

 

24 

租税教室(6年) 

 

25  ｓｃ 

音楽発表会(4年) 

水泳学習(2,3,5年) 

大空タイム 

26 

ネット安全教室 

27 

いのちを守る教育(5 年) 

28 

 

30 

 

７/１ 

校外学習(4年) 

２  ｓｃ 

水泳学習(1,4,6 年) 

たてわり活動 

３ 

短縮日課 

個人面談 

４ 

短縮日課 

個人面談 

とうもろこし皮むき(2年) 

５ 

 

７ 

短縮日課 

個人面談 

 

８ 

短縮日課 

個人面談 

９  ｓｃ 

水泳学習(1,4,6年) 

大空タイム 

10 

げんきキャンプ

（わかくさ） 

11 

げんきキャンプ

（わかくさ） 

12 

14 15 16  ｓｃ 

水泳学習(1,4,6年) 

大空タイム 

17 

修学旅行説明会 

（ ６ 年 保 護 者 ） 

18 

短縮日課 

夏休み前集会 

19 

21 

海の日 

 

22 23 24 25 26 
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〇学校徴収金の支払日について

 今月２５日（水）は、給食費（４，５月分）・学校徴収金の 

口座振替日です。登録口座の残高を確認し、振替日前日までに、 

必要な金額をご用意ください。引き落としができない場合、 

翌月１５日（火）に再振替を行います。 

再振替でも引き落としができない場合、金融機関等での支払 

いとなりますのでご注意ください。（給食費は納付書、学校徴収 

金は振込依頼書を配付します。学校徴収金は振込手数料が必要です。） 

（学校給食費に係るお問い合わせ 市保健体育課 電話 ２４５－５９０９） 

（学校徴収金に係るお問い合わせ 本校 教頭  電話 ２５１－９１７７）

〇紫外線対策について

帽子、衣類の着用、日焼け止めクリームの使用を推奨します。   

〇外での体育について

お子さんを熱中症から守る取組として、ＷＢＧＴの計測をしております。その値によっては、

活動が制限されたり、中止になったりすることがあります。プール学習が５月～９月となりまし

たので、６月・７月・９月には、ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

〇子どもが使うのに適したサンスクリーン剤（日焼け止めクリーム等）

学校生活で用いるのに適したサンスクリーン剤は池の条件を満たすものが推奨されます。

① 「ＳＰＦ１５以上」、「ＰＡ＋＋ ～ ＋＋＋」を目安

② 「無香料」「無着色」の表示があるもの

③ (プールでは、「耐水性」「ウォータープルーフ」表示のもの）

「学校生活における紫外線対策に関する具体的指針」（日本臨床皮膚科医会・日本小児皮膚科学会）より抜粋

徴収期（提供月）
令和７年度 口座振替日

本振替 再振替 
第１期（４月・５月分） 6 月 25 日(水) 7 月 15 日(火) 

第２期（６月分） 7 月 25 日(金) 8 月 15 日(金) 

第３期（７月分） 8 月 25 日(月) 9 月 16 日(火) 

第４期（８月・９月分） 10 月 27 日(月) 11 月 17 日(月) 

第５期（１０月分） 11 月 25 日(火) 12 月 15 日(月) 

第６期（１１月分） 12 月 25 日(木) 1 月 15 日(木) 

第７期（１２月分） 1 月 26 日(月) 2 月 16 日(月) 

第８期（１月分） 2 月 25 日(水) 3 月 16 日(月) 

第９期（２月・３月分） 3 月 25 日(水) 4 月 15 日(水) 


